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抄録  

デジタル図書館が成功するかどうかは、デジタル化されたテキスト情報やその他のコンテンツの蓄積、  

伝送、およびデリバリーに対する著作権法の適用可能性の如何に大きく依存している。アメリカおよび他  

の諸国の著作権は、著作権者に著作物の複製と頒布にかかる諸権利を与えている。しかるに、デジタル図  

書館は、電子的複製を作り出し、その複製をネットワーク化されたシステムを通じて利用者に入手できる  

ようにすることを目的としている。このような技術革新にとって著作権は根本的に障害となるものである  

が、著作権法はまた適用除外を定めている。それらの適用除外規定は、さもなければ著作権法の侵害行為  

となるであろう行為に対して著作権の及ぶ範囲を一定程度制限している。これらの適用除外規定のなかで  

もっともよく知られたものが“公正使用”である。   

公正使用は、アメリカ著作権法の諸規定のうち、もっとも厄介で誤解されている規定のひとつである。  

しかし、それは、著作権が保護された著作物について、著作権の制限を受けつつもー定程度の利用を認め  

ることにより、教育や調査研究を推進するためには、なくてはならないものである。また、公正使用の意  

味内容の不確かさはこれまで対立と緊張のタネでもあった。とくに、教育者や図書館員が電子的なアクセ  

スを可能にするために既存の著作物を一部改変するときや、出版社や著作者が公正使用により彼らがその  

著作物につき市場取引をしたり使用許諾または売却にともない収入を得たりする権能を阻害するとしばし  

ば論ずるときがそうである。   

公正使用とデジタル図書館をめぐる緊張と争いの多くは保護された著作物に対する効果的な使用許諾に  

より対応できるものと思われるが、有意兼な使用許諾は利用者がもつ諸権利を理解するところからはじめ  

なければならない。また、そこで引き起こされる緊張の中には、著作権法の改正により緩和されるものも  

あろう。近年、アメリカ著作権法は、主としてアメリカ法とアメリカが実際にビジネスを展開する他の諸  

国の法と“調和させる”という名分で、重要な多くの点が改正されている。しかしながら、他の諸国の法  

は、多くの場合、公正使用ならびに第三者の著作物の利用や一部改変にかかるその他の諸権利を容認して  

いない。全体的に見れば、アメリカとその他のところの著作権は、デジタル図書館の成否に閲し、束縛す  

る法の影響を受け、少なからず悪い方向に進みつつあるように思われる。  
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Ⅰ 対立の性格  

アメリカおよびその他の諸国におけるデジタル図書館の成功は、情報源への最大限のアクセスとデリバ  

リーの手段に依存している。デジタル図書館を推進しなければならない理由は、まさに技術的に有望であっ  

たこと、ならびに印刷メディアの利周と比較して、はるかに効率的で汎用性のある手投により、情報を蓄  

積し、組織化し、検索することができるということにある。しかし、図書館員、研究者、および技術者が効  

果的で生産性の高いデジタル図書館のための新しい手法を開発しようとしたとき、知識の拡大や共有を追  

求する手法に関して、著作権法により制限が課される、ときには厳格な制限を受けることに気がつく。著  

作権法上のこれらの制限は、しばしばアメリカ合衆国憲法に規定されている著作権の目的との村立として  

みることができる。   

私は、アメリカ合衆国憲法が他の国々にとっては憲法でないことは承知している。アメリカ憲法体系が  

豊かに枝を広げており、私たちが我らが憲法を他の国々に対して、うやうやしくモデルを提供してきたと  

いってもよいことを十分に認識している。しかも、アメリカ合衆国憲法には、合衆国連邦議会に著作権法  

を制定する権限を与える規定が存在する。その規定はただたんに議会に権限の根拠を賦与したことにとど  

まらない。また、その規定は、学問や知識の進歩の促進という社会的呂的を推進するように著作権法を制  

定しなければならないことを明らかにしている。   

その憲法上の目標は、かなりの内省を要請するとともに、究極的には諸利益の比較考量を命じている。  

著作権を通じて社会の発展を促進することは、新しい作品の創造とそれらの公表を推進するために著作権  

者の権利を確保するとともに、また他人により所有される著作物を利用する公衆の権利に対するとてつも  

ない緊張関係を防止するため、またそれらの上に新しい洞察と新しい著作物を付け加えるために一連の諸  

権利の回りに境界を画定しなければならない。したがって、私的諸権利の保全と公共的諸権利の鹿与とい  

う著作権に関する意義の競合は、しばしば著作権法に特有の対立と見られている。   

これらの競合する目標の間で比較考量を達成することは、アメリカ著作権法の現在の発展段階において、  

多大の混乱と大変な緊張の涯となっている。デジタル図書館の発展に向けて著作権法の適用を理解しよう  

とすれば、創作者の諸権利の保護と公正使用の付与およびその他の公共的諸権利に関して、著作権法の意  

義についての分裂した見通しを生み出す。諸利益の相互関係や比較考量については幅の広い多種多様な視  

点があり得るが、ふたつの両極の見解がしばしば議論を支配している。ひとつのグループはしばしば情報  

のデジタル化、蓄積、そして検索のために最大限の利用権を主張する立場であり、それらの見通しは新し  

い技術を配備し、デジタル図書館を実施することができる能力についての諸制限を受け入れる圧力と戦っ  

ている。反村の見通しからは、著作権のある著作物に対する厳格な保護の支持者たちは、公正使用の現実  

と折り合いをつけ、公衆に帰属する諸権利を確認し、受け入れることを余儀なくされる。理想的な状況に  

おいてさえ、これら2つの利益を何らかの形で和解させることは、しばしば著作権保有者に対して完全な  

諸権利を保全すること、ないしはデジタル図書館の最大限の可能性のための環境を与えるという目標に対  

する反抗的な挑戦となる。   

さらに、デジタル図書館は当然技術革新と科学的可能性の進歩に根をもっている。稀には、新しい技術  

上の進歩を生み出した技術者やデザイナーたちは、そのソフトウェアもしくはハードウェアを著作権法と  

衝突するかもしれない方法で備えつけるかもしれないとの心配のため、彼らは幾分その創意工夫を禁じな  

ければならないという感覚をもってデジタル図書館を追求している。結局、一連の技術は我々の高度化す  

る情報システムのための魅惑的な可能性のすべてとともに前進する。   

ⅠⅠ 著作権の構造と対立の激化  

大切な点を強訴すると、アメリカの著作権は憲法による権限の賦与にしたがって、連邦議会が制定した連  

邦法に規律されている。憲法規定は生の権限の源泉であるだけでなく、その法律が理想的には進歩を目的  
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としているという社会的原則を確立している。アメリカ著作権法は、最初、この国の歴史の初期にあたる  

1790年に連邦議会により制定された。連邦著作権法は最近では1976年に大改正が行われたが、その1976  

年法はそれ以後何回にもわたって改正されている。連邦議会により制定された法律を解釈し、特定の状況  

に適用しながらその法により広い意味を与えることは、個々の訴訟当事者が直面する事件や紛争における  

特定の状況に当該法律を適用する裁判所の仕事である。   

アメリカ著作権法の一般的パラダイムは、その守備範囲を広く拡大しつつあるが、特定の場合侵害なく  

公衆が著作権ある資料を利用することを認める一連の制限ないしは適用除外でもって、その守備範囲を削  

減しつつあるということである。著作権の守備範囲の大変な広さは、まずはおそらく現在著作権の保護に  

服する資料の広さによって見られるかもしれない。著作権法は2つの要件を満たす資料を村象としている。  

それらは著作者の創作性のある著作物でなくてはならず、何らかの有形のメディアに表現が固定されてい  

なければならない。著作権法が対象とする資料の範囲は、文書、写真、彫刻、コンピュータ・プログラム、  

音楽、およびデジタル化されたテキスト、イメージ、ないし音を含んでいる。   

近年にいたってようやくアメリカ法は、著作権保護を確保するために行っていた著作物に形式的手続き  

として著作権表示を付すこと、または一個の連邦行政機関、すなわち合衆国著作権局にその著作物を登録  

することを過去のものとした。世界中の他の大半の国々からすれば、それらの形式的手続きの要件をはず  

すのが遅かった。アメリカの観点からすれば、著作権を主張する必要性から自動的保護への移行は、我々  

の財産権に対する文化的な期待と法的な期待の両方における非常に重要ではあるが微妙な対立の源であっ  

た。この自動的保護への変化は、個人的な手紙、家族の写真、一時的な資料、さらには多くの刊行物など、  

以前の法律に対するいまや著作権のもとにかつてはまま保護の対象とは考えられなかった広い範囲の資料  

を取り込む根本的な変草である。   

著作権保護の要件として形式的手続きを排したことは、アメリカの多くの学者、研究者、および図書館  

員にとって、にわかに順応することが困難であった。彼らがいま伝統的図書館において、そして電子的領  

域において容易にアクセスできる資料の実質的にすべてが、事実上、著作権により保護されているという  

ことを知って、ショックとはいわないまでも、驚きを禁じえないのである。自由なアクセスと公有に属す  

るということのバランスが崩れれば、アメリカ社会の多くの梼成貞にとって、情報活用の手順を認識し統  

合することは困難となる。   

ある著作物が著作権により保護されるものだと考えられた場合、著作権の賦与は著作権者に完全なひと  

くみの“排他的権利”が与えられる。   

1 当該著作物を複製物に複製する権利  

2 それらの複製物を公衆に頒布する権利  

3 派生的著作物を作成する権利  

4 特定の著作物を公的に展示する権利、および  

5 特定の著作物を公的に実演する権利   

しかしながら、そのような一連の権利が賦与されると、法はつい でそれらの諸権利に対して多くの“制  

限”を生み出す方向に進む。それら諸々の制限の中でもっともよく知られているものが、公正使用の権利  

である。公正使用およびその他の多様な諸権利は、デジタル図書館の成功にとって、必須不可欠である。  

ⅠⅠⅠ 著作権の制限とデジタル図書館の成功  

アメリカ法のもとにおける著作権者の諸権利に対する制限の多くは、アメリカ合衆国の著作権に特有の  

ものだと思われている。アメリカ法は、一般的に、著作権者の権利に制限を加え、公衆に対して利用の権  
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利を賦与することにおいて、大抵の他の諸国の法よりもはるかに進んでいるものと考えられている。一般  

にアメリカにおける公正使用と他の利用者に与えられた諸権利がかなり広い適用範囲をもっているという  

ことにもかかわらず、これらの諸権利だけでは多くのデジタル図書館推進者たちを満足させるところには  

いっていない。沢山の資料につきデジタル化したうえで蓄積しそして流通させることを許諾する機会が増  

大しつつあるということを考慮したとしても、現在の公正使用と利用者に許された諸権利では、デジタル図  

書館が安全に技術革新とサービスを追求するためには十分なものとはなっていない、と言わざるをえない。   

アメリカにおける公正使用の意義をもっともよく語っている事例は1994年に合衆国連邦最高裁判所が  

下した判決で、それはデジタル図書館に対して直接言及するところはほとんどないが、現在の公正利用法  

理の位置づけと一般的な意味でのその概念上の逆転匝＝こついて大変よく明らかにしている。その判決は、  

“プレテイ・ウーマン”事件として、あるいはもっと公式の呼び方をすればキャンベル対アカフ一口ーズ・  

ミュージック事件（Campbellv．Acu洋一RoseMusic）として知られている。その判決の説くところによれ  

ば、よく知られた曲である“オー，プレテイ・ウーマン”（Oh，PrettyWoman）は、1960年代中頃、歌手  

のロイ・オーピソン（RoyOrbison）が書き、録音された。それから25年以上たってから、“2LiveCrew”  

というラップ・ミュージック・グループがその曲をアレンジして録音したが、演奏方法や歌詞に変更を加  

え、それが元の曲を尊重しほめるという方向ではなかった。   

元の曲は、一般に、彼の前を通りすぎ、振り返って彼に流し目をくれる可愛い女性について妄想する一  

人の孤独な男性のロマンチックな関心事を反映したバラードだと理解されている。2LiveCrewの曲は、  

元の曲と同じような価値や同じようなロマンチックな見方をほとんど反映していないロマンチックな関係  

についての感情を表現したラップ・ソングである。実際、かなりの程度女性一般に関する敵意にみちた言  

葉を呼び起こすかもしれない内容をもたせるために相当歌詞を書き換えている。新しくアレンジされた曲  

はラップ・ミュージックの形に演奏されるだけでなく、また元の曲とそれが表現している社会的価値の両  

方のパロディとして広く理解されている。元の曲の著作権者たちは新しくアレンジされた曲に異議を申し  

立て、2LiveCrewを著作権侵害で訴えた。1994年、合衆国連邦最高裁判所は、パロディ版の曲は元の曲  

に対して公正使用にあたり、元の曲の著作権者の許可を得ることなく、また何らの使用料を支払うことな  

く、レコードをつくり販売することができる、と判示した。当該裁判所はどのように考えてこのような結  

論に到達したのであろうか。連邦最高裁は、ある行為が公正使用にあたるかあたらないかというあらゆる  

問題を考えるにあたって評価しなければならないと公正使用の法規走が定めている4つの要因を適用する  

ことによって、そのような結論を導き出したのである。それらの要因というのは、次にあげる通りである。   

1．当該利用の目的ないし特質   

2．著作権ある作品が利用される場合の特徴   

3．当該作品が利用される場合の量と実質性、および   

4．原作品の市場もしくは価値に対する当該利用行為の影響   

ポピュラー・ソングをパロディに仕立てたラップ・ミュージックのような一見ありそうもない行為に対し  

てこの著作権法が適用される一方、また著作権法はこれまで図書館間相互貸出のための論文の複製の作成、  

図書館の保存作業のための複製の作成、マルチメディア著作物の創作のために行うデジタル資料のカット  

アンド・ペースト、遠隔学習を行おうとする際のディスプレイ上の実演の伝送、およびインターネット上  

のサイトにおける著作権が保護された種々の資料の組み合わせなどの行為を容認するためにも用いられて  

きた。図書館サービス、学術活動、教育、ならびに研究開発といった文脈において、公正使用に関する現  

実の法的定義について、私たちは驚くべきことにほとんど知らない。公正使用という概念は、多種多様な  

行為を正当化するため、もしくは正当化させないために、ほとんどすべての考えられる状況に対して論拠  

とされる。しかるに、実際のところ、公正使用についてしばしば問題とされる通常の行為で、アメリカの  

あらゆるところで何らかの司法判断に服さなかったものは事実上何もない。結果として、デジタル図書館  
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にとっての公正使用の意義については、なお広汎かつ多くの機会を利した活発な論議を必要とする問題で  

ある。   

公正使用を解釈するうえで何らかの関係があるわずかな事件を検討すると、以下の多分に単純化されす  

ぎているかもしれないが、一般的命題を得ることができる。  

○ 商業的なコピー・ショップが請け負った場合、大学の授業のために図書から長々と引用したものを  

複写機により複製し教材を作ることは、公正使用にはあたらない。  

。 図書館は、文献複写要求の頻度に関する実際の制限に服しながらも、図書館間相互貸出という名目  

で、当該図書館に来館しない利用者の要求に応えて提供するために、学術雑誌掲載論文をコピーする  

場合に、公正利用を援用することができる。  

● もし最初の著作物がすでに絶版となり、第二の著作物が最初の著作物に対して批判的検討を加えよ  

うとすれば、第二の著作物を含む刊行物は最初の著作物を含む刊行物からの長々しい引用を行うこと  

になるかもしれない。ところが元の著作物がいまだ公刊されていないとすれば、短い引用といえども  

許されない。  

● 学校数育においては、長期間にわたり、学生の利用のために、教育用の映画やビデオテープの複製  

を作成したり、保持したりできない。  

● もしその利用が教育目的の出版物の一部であれば、その出版物は他の著作物から事実にもとづく図  

表もしくはグラフを掲載することができる。  

公正使用に関する広汎で柔軟な一般的命題に加えて、アメリカ著作権法は図書館機能に閲しさらにいく  

つかの重要な諸規定を含んでいる。  

○ アメリカ著作権法108粂は、大半の図書館に対して、利用者の調査研究のため、もしくは傷んだ  

り破損した著作物の保存のために、著作物の複製を一部作成することを認めている。また、この規定  

は、図書館に対して、図書館間相互貸出の名目で資源共有を目的として、資料をコピーすることを認  

める文言を含んでいる。この法条は印刷資料のコピーの作成に頻繁に適用されるけれども、それはま  

た視聴覚およびデジタル著作物を含む他の多くのメディアにも適用可能である。  

● 著作権法109条は、非営利的学術図書館に対し、ソフトウェアを含むあらゆる種類の資料の賃貸  

および貸出の実施を認めている。  

● 著作権法110粂は、教師と学生が相対する教室において、すべての種類の著作物を展示したり、実  

演したりすることを認めている。また、この規定は、遠隔学習について、著作物の展示といくつかの  

種類の著作物の実演を許している。デジタル図書館における技術革新は、我々高等教育機関が行う遠  

隔学習に対する需要の増大に対して大きな役割を果たす。この制定法上の規定は、教育プログラムを  

支援するデジタル図書館の成否に関し、大変重要なものとなるであろう。また、この規定は、やがて  

利用者たちがその複雑さとその厳格にして窓意的かつ技術的に素朴な制限の両面に気がつきはじめ  

ると、とてつもない批判にさらされることになろう。  

● 著作権法121粂は、特定の機関に対し、図書を読んだり、視聴覚著作物、およびその他の資料を  

見ることのできない視覚障害をもつ人々のニーズを満たすために資料を複製することを認める新しい  

規定である。  
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全体として、アメリカ著作権法のこれらの諸規定は、重要な利用にかかる諸権利が公正使用の法理の一  

般的命題の外側に法律の中に具体化されていることを示しているばかりではなく、利用に関する諸権利の  

範囲が連邦議会による検討や改正に服するということをあらわしている。これらの諸規定が1976年著作  

権法の通過成立から数年を経ずして追加され変更されているように、私たちは、著作権法とデジタル図書  

館サービスの間の乳轢が大きなものとなるにつれて、他の法改正がやがて実現す皐であろうことを確信で  

きる。  

ⅠⅤ 公正使用法理の将来  

公正使用法理の不安定な性質と一般的な図書館と教育にかかわるその意義を明らかにする上での司法判  

断の乏しさは、1976年の著作権法成立のときに、公正使用の解釈と適用を狙いとするとされるガイドライ  

ンの作成を求めるもととなった。4つのガイドラインが、その後数年のうちにあらわれた。   

一番最初のガイドラインがいわゆる“クラスルーム・ガイドライン”といわれるもので、凡帳面で正確  

な文言で、教師が学生に配布するコピーしうる資料の分量について定めた。いまひとつの初期のガイドラ  

インは教師が教育目的のために複製しうる印刷され録音された音楽の分量について詳細な定めをおいた。  

1976年法の成立後数年にわたり、関係者が交渉し、テレビ放送から録画されたビデオテープの利用に関す  

るガイドラインができ、その後の交渉で教室で使用されるビデオテープの利用のためのガイドラインがで  

きた。4番目のガイドラインは、著作権法108粂の定めにしたがって、図書館間相互貸出サービスに関連  

して、デリバリーのために学術雑誌掲載の論文のコピー作成の制限についての詳細を規定した。図書館間  

相互貸出（ILL）ガイドラインは、CONTUと呼ばれるグ）t／－プにより作成され公表された“CON  

TUガイドライン”として知られている。CONTUというのは、新技術を応用した著作権ある著作物の  

利用に関する委員会（theCommitiononTbchnologicalUsesofCopyrightedWbrks）のことである。“C  

ONTUガイドライン”以外の3つのガイドラインは、対照的に、教育者、図書館員、出版者、著者、お  

よびその他の私的な利害関係者の間での交渉の結果生まれたものであった。   

上記の4つのガイドラインの作成後、多年にわたってそれらは適切かどうか、実行可能かどうかについ  

て多くの議論が戦わされてきた。ILLガイドライン、すなわちCONTUガイドラインについては、図  

書館での実際的効果に閲し一連のかなり多くの検討が行われてきた。クラスルーム・ガイドラインは若干の  

裁判事件で言及されたが、裁判所の支持するところとはならず、法の一部を構成するものとはされなかっ  

た。事実、少なくともひとつの判決は、クラスルーム・ガイドラインのひとつの主要な要素に対して重大  

な疑問を投げかけた。さらに、クラスルーム・ガイドラインは、とりわけその非現実的な制限と公正使用  

についての素直な解釈からすれば疑問の多い点について、厳しく批判的な攻撃を受けた。   

これまでのガイドラインの欠陥にもかかわらず、デジタル化にともなう諸問題を対象とする新たなガイ  

ドラインを求めるいくつかの方面からの圧力が公正使用に関する会議（theConf6renceonFairUse）、す  

なわち“Con仇1”として知られる現在展開されている努力につながる。Con餌は、過去に行われたいく  

つかの交渉と同じように、公正使用の適用とガイドラインに関する何らかの決定の結果に利害関係をもつ  

私的当事者の会合にほかならない。Conhの交渉に携わっている多数の当事者の中には、教育分野や図書  

館を代表する主要な組織ばかりでなく、多くの著作権産業の代表も含まれてている。ほぼ2年単におよぶ  

交渉と討議がなされてから、1996年12月に3つの大きな分野、すなわち教育目的からのデジタル化され  

た視覚イメージの創作、教育のためのマルチメディア・プロジェクトの開発、および遠隔教育における著  

作物の伝送の3分野についての公正使用ガイドラインの提案を含む中間報告が公表された。微妙できわど  

い性格をもつこの問題に取り組んだわけであるが、Conれ1の参加者たちはそこでもっとも重要だと認識さ  

れた分野のうち2つの分野、つまり図書館間相互貸出の名目での資料のデジタル伝送、そして教育的目的  
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から選ばれた文献を具体化した電子的情報蓄積システムの創設という2つの分野に関して何のコンセンサ  

スにも到達できなかった。  

1996年12月の報告書は、関係当事者に対して、提案されたガイドラインを支持するつもりでいるか、  

支持しないつもりでいるかについて態度表明を促したものであった。この報告書について、疑いもなくひ  

とつの傾向が見てとれる。教育機関や図書館を代表する主要な全国的組織のほとんどは、提案された3っ  

のガイドラインのすべてに反対した。いくつかの図書館や教育団体が、遠隔学習のガイドラインを支持し  

た。小規模もしくは専門的な教育組織の中には、マルチメディア・ガイドラインを支持するものがあった。  

商業出版に関する団体は、一般に、マルチメディア・ガイドラインを支持したが、他の2つのガイドライ  

ンに関してはまだ態度を明らかにしなかった。現在のところ、2つのことだけが結論としてあげても問題  

がないように思われる。その第一は、デジタル・メディアへのその適用に関して公正使用の解釈をめぐっ  

て、力強いコンセンサスは全く出来あがっていないということである。第二は、主要な教育団体や図書館  

組織は、特にこれらのガイドラインには反対している。   

しかるに、本稿のひとつのテーマは、公正使用法理がデジタル図書館の成長にとって決定的であるとい  

うことにある。また、公正使用概念は、内容の不安定な公正使用に関係する諸問題を回避する助けとなる  

条件にしたがった資料の上手な使用許諾にとってもきわめて重要である。主要な図書館組織や教育団体が  

提案された公正使用ガイドラインに反対しているということは、アメリカ法における公正使用概念独特の  

皮肉のひとつを示している。その不確かな性質は解決されないかもしれないが、その明確な定義に欠ける  

ところは、事実上、当該法理の力強さと重要性の源泉となっている。公正使用概念の不確かさは、現実に、  

図書館サービスに関連して、デジタル化された資料を用いての実験を行うにあたって多分に決定的である。  

公正使用概念に明確な定義が存在しないということは、デジタル図書館の推進者たちが自由に当該法理の  

適用と意義を検証することができ、技術と図書館サービスの高度化に資する定義を見いだすために多様な  

解釈をしながら実験できることを意味しており、また図書館とその利用者たち、そしてプロテクトのかかっ  

たコンテンツのプロバイダーとの間に展開する関係につき、どこまで認めることができるかを見極めるこ  

ともできる。  

Ⅴ 使用許諾の価値と限界  

公正使用法理の薄弱な性格と関係事件が少ないこと、および情報資源に関する図書館とベンダーとの間  

の関係が契約的性格を強めつつあることを勘案してか、デジタル図書館の文脈の範囲内において多大な資  

料を提倶する者とその利用者は、利用条件を画定するにあたり、協定もしくは使用許諾の方向に向かって  

いる。しかし、使用許諾によって著作権が保護された資料を利用するための条件を画定しようとする努力  

は、結局のところまた著作権と公正使用の基礎を検討しなければならないところに戻ってくる。実際、著  

作権法のもとでの合法的な利用権は、一般的に、使用許諾に含まれる条件に関する交渉の舞台でもっとも  

確かでもっとも合理的な出発点である。そして、逆にまた使用許諾は、とくに公正使用の対象範囲と適用  

可能性が不確かであれば、利用条件を画定するための決定的で重要な手段となりうる。それにもかかわら  

ず、使用許諾は、デジタル図書館において、著作権者とアクセス可能な資料の利用者との間の関係を画定  

する手段としてこれまで限られた成功しか納めていない。   

広く行われている使用許諾の確立に対する根本的な障害のひとつは、にわかに増加した使用許諾にあたっ  

ての異なる多種多様な条件である。アメリカ著作権法のもとでは、各々の著作権者が使用許諾の条件を画  
定するときの最初の条件提示をする権限をもっている。したがって、著作権者はそれぞれ他の著作権保有  

者が求める使用許諾条件との関係をほとんど考慮することなく、自由にまったく別個の条件を提示し、そ  

れに固執してもかまわない。  
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アメリカでは、他の国と比較すれば、2つの理由から著作権ある著作物の共同的使用許諾の余地がほと  

んどない。第一に、アメリカは個々独立して財産所有し管理するという伝統があり、それぞれの財産所有  

者は、当該財産の管理・運用・処分に閲し、自由に自らの条件を宣言しうる。第二に、アメリカにはまた、  

競合する当事者に対して、同一の市場において事業を行う場合、条件、期限、ないしは価格について協定  

を結ぶことを禁止しているかなり効果的な一連の反トラスト接が存在する。その結果として、著作権者た  

ちは互いに同一の条件もしくは同一の価格で自らのソフトウェア、テキスト情報、あるいはその他の資料  

を使用許諾契約を締結できないのである。   

テキスト情報の電子コピーおよび何らかのデジタル化をともなう複製の使用許諾については、アメリカ  

にも、世界中の多くの諸国に設けられている様々な“複製権管理機構”に相当するものとして、著作権料  

清算センター（CopyrightClearanceCenter：CCC）がある。CCCは、多数の異なる出版社から200万点  

にのぼる出版物に関して、集中的権利処理機関として活動している。もっとも、CCCは、権利を賦与し  

料金を明確にする当事者を確認する手続きを容易にするため、多分に集中処理機関として機能しているけ  

れども、条件ないし価格といった一般的側面な事柄を決定したりできないし、それらにつきそのメンバー  

である著作権者と議論することさえ許されていない。首尾一貫した価格付けまたは条件の作成を促進しよ  

うとするあらゆる努力は、すぐさま連邦反トラスト法の侵害行為と解釈されかねない。   

上に述べたところと対照的に、アメリカには、音楽に関する実演の諸権利のための共同使用許諾機関がい  

くつか存在する。それらの主要な組織に属するもののうちの2つが、放送音楽協会（BroadcastMusic，Inc∴  

BMI）とアメリカ作曲家・著作者・出版社協会（AmericanSocietyofComposers，AuthorsandPublishers：  

ASCAP）である。ASCAPとBMIはまさに多数の作曲家に代わって使用許諾機関として活動し、使用  

許諾のための比較的首尾一貫した条件と価格を決定することができる。これらの組織が1930年代に最初  

にそのような使用許諾業務に従事したとき、即座に反トラスト法の侵害行為のかどで訴えられた。彼らは、  

その標準的な使用許諾条件は市場において楽曲の効果的な使用許諾について競争を禁止しようとする趣旨  

のものではないと主張するために、結局裁判所の監督に同意することによりそれらの事件を解決した。こ  

のような裁判所の監督はCCCを通じて印刷資料やデジタル資料の標準的使用許諾運営の可能性を示して  

いるが、著作権料清算センターは多くの理由からこのような活動をしようとしないことは明らかである。  

それらの理由のひとつは、結果が不確かなあらゆる訴訟に法外な出費がかさむことが見込まれるというこ  

とである。   

以上述べてきたところから、大規模な共同使用許諾がデジタル図書館の実現を容易にし、実際に大きく  

推進するものと思われるが、アメリカ法のもとで、共同使用許諾は近い将来実現する可能性はありそうも  

ない。したがって、デジタル図書館を作ろうとする人々は、公正使用法理およびその他の制定法により確  

立された利用権の範囲内で許容されうる機会を確認するために著作権法の解釈に再度立ち返らかナればな  

らない。  

ⅤⅠ デジタル図書館の生存と著作権法に関するハーモナイゼーション  

これまでアメリカ著作権法に影響を及ぼす主要な力は、ハーモナイゼーションの追求であった。すなわ  

ち、アメリカが実質的にビジネスを展開できる他の国々の著作権法と相当程度の整合性を確保するために、  

アメリカ法を改正し作りなおすよう促されてきたのである。法制度の整合性は、多くの法領域において多  

くの点で備わっていることが理想とされる。整合性が与えられていれば、多くの国々（司法的単位）でビ  

ジネスを展開する場合、予見可能性が高まり、より定型的な意思決定が可能となる。それにもかかわらず、  

ハーモナイゼーションの追求は、ほとんど常に選択的ハーモナイゼーションを意味している。ひとつの国  

が、まさに整合性の担保を目的として、他の別の国が定める大枠を採用しようとして、全く異なる法的特  
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質のすべてを放棄することはまれである。立法者は、必然的に、利用できる法の特定の諸要素を受入れ、  

その他を回避することを決めることになる。   

それでもハーモナイゼーションの圧力とそのアメリカ法への影響は、多くの点で明らかである。アメリ  

カ法の最近のもっとも大きな変化として、アメリカのベルヌ条約加入によるハーモナイゼーションとその  

決定の直接的結果があげられる。ここでの変化は、著作権を確保するためのいわゆる方式主義を排したこ  

とである。本稿の最初の方で書いた通り、近年にいたるまで、アメリカは、公刊された著作物は登録を求  

められ、また著作権保護を確保するためには著作権表示を付すことを要求されていた。そのような方式主  

義にのっとった手続きをしていなければ、新たな著作物の創作者はすべての保護を失い、当該著作物を公  

有に属するものとする危険性があったのである。漸進的にアメリカ法はその2つの形式的法手続きをはず  

し、ついに1989年にはベルヌ条約加入の要件に一致させるために完全に方式主義を排することによりアメ  

リカ著作権法は関係手続きを終えた。   

しかしながら、世界中の他の多くのベルヌ条約加盟国は、アメリカを厳しく非雉している。というのは、  

わがアメリカは長らく推持してきた伝統的法原則を抜本的に変更することを躊躇し、現行法はなお著作権  

の登録と著作権表示を勧めている。たしかに形式的手続きを完全に欠く著作物に対しても著作権を保有し  

うるけれども、これまで通りの形式的手続きを備えれば、重要な実際的な法的利益を享受できる。何らか  

の訴訟を提起しようとするときにはその前に著作物を登録しなければならないし、また侵害行為が発生す  

る前に当該著作物を登録しておけば、著作権侵害訴訟をうまく進行させてゆくうえで著作権者は重要な付  

加的救済を受けることができる。とくに現実的損害賠償額の代わりに制定法により定められた損害賠償額  

が得られる権利がそうであるし、裁判所に弁護士報酬の弁済を求めることもできる。実際問題として、そ  

の2つの経済的な救済がなければ、訴訟はおそらくその事件の現実の価値よりもはるかに高額なものとな  

るであろう。アメリカで著作権を保有することができるとしても、登録しなければ著作権は法的に主張す  

る価値をもちえない。   

ハーモナイゼーションという名目で実施されたいまひとつの主要な変化は、アメリカにおける著作権保  

護の存続期間の変更で、公刊され登録された著作物については、もとは28年間の保護期間であったが、改  

正後さらに28年が付け加わった。アメリカにおけるほとんどの著作物の保護期間は、今日、世界中の他の  

多くの国々と同様で、著者の生存期間に50年が加わる。そのような著作権の存続期間の定式化は、“財産  

上の主張”としての著作権から人格権的な、おそらく自然権的なものとしての著作権へと着実に移行して  

いることを反映している。   

また、ハーモナイゼーションは、重要ではあるにしてもあまり目立たない点で、アメリカ法を形作りつ  

つある。アメリカ著作権法の憲法的基礎が複雑な性格をもつために、密輸された演奏を録音したレコード  

はあらゆる著作権保護を受けられず、その作曲家や実演家には、音楽演奏を録音テープにとりその複製を  

販売する者に村して弱い法的対抗措置しか与えられない。今日、アメリカでは、録音物の密輸は違法であ  

るが、著作権侵害にはあたらない。その旨を定めた法律は、連邦議会により、通商を規律するより一般的  

な権限の行使として制定された。   

ハーモナイゼーションへの努力は続けられており、著作権保護の社会的意味や連邦議会における可能な  

制定法の諸規定に関する議論が問われ続けている。世界の国々のなかには、著作権保護の存続期間を著者  

の生存期間および死後50年間から著者の生存期間および死後70年間に延長しているところがある。連邦  

議会において、 より長い著作権保護期間を定める改正法案が上程されようとした。幸運なことに、社会の  

多くの人々や連邦議会の多数の議員たちは、著作権の存続期間の延長は、知識と学問の進歩に深刻な悪影  

響を及ぼすことを理解していた。著作権の存続期間の延長はアメリカ法を他の国々の法と調和させるとい  

う名目で推進されるかもしれないが、少数の著作権者の収入拡大に向けての積極的動き以上のものではな  

く、全く保護されるべきではない広範囲の資料にさらに20年間の厳しい利用制限を課すことになる。  
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ハーモナイゼーションに関する諌論が生み出す力は、直観的な論理と皮相的なアピールに結びつくとこ  

ろがある。それは、ハーモナイゼーションに関する議論は、アメリカがそれに従って法律を改正すること  

を余儀なくする内容をもつ国際的な条約に村して、アメリカの利益から逆に国際的な条約の改正を促すと  

いう具合にも用いられてきたところにもうかがえる。たとえば、アメリカ著作権法の基本的な原理は、事  

実やデータには著作権保護は適用されないということである。データ資源の主要なプロデューサとディス  

トリビュータの中には、連邦議会に対して、著作権が与えることができる範囲を超えて、データベースを  

保護するsⅥ．igeneris規定をおく著作権法とは別の法律を制定するよう求めたものがある。そのような保護  

を主張した者たちは、連邦議会に対し立法を働きかけたが成功しなかった。失敗ということになり、1996  

年12月、データベース保護をアメリカが一方の当事者である国際条約に盛り込むことを狙って、彼らは  

その提案を世界知的所有権機関（WIPO）に持ち出した。その期待したところは、もしデータベース保  

護が条約の要件としていれられれば、たとえ以前にその価値を検討した結果法制化に難色を示したとして  

も、連邦議会はハーモナイゼーションの名のもとにそれに相応する法律を別宅せざるをえなくなるだろう  

というものであった。幸運にも、1996年末にWIPO交渉に参加した世界の諸国はデータベース保護を多  

国間条約の中に盛り込む努力を拒絶した。  

ⅤⅠⅠ デジタル図書館の意義と社会  

デジタル図書館の設置目的は、情報利用者のニーズを満たすために情報を提供することにある。著作権  

法は、情報資源の創作と流通の推進とそれら情報資源へのアクセスと利用のために公衆に権利を与える必  

要性とのバランスをとろうとしている。しかし、近年の動向の多くは公正使用との関係の中に吸収され、  

著作権法分野のハーモナイゼーションによってデジタル図書館の公共的ニーズに応える能力に対して制限  

を追加しようという方向に大きく動いている。著作権の存続期間の延長やデータベース保護を名分にして  

広い範囲の資料を厳しく管理しようという狭い利益が追求されてきた。影響力をもつ強力な交渉団体並び  

に図書館組織と教育団体以外の組織は公正使用法理のデジタル環境への適用を禁止しようとしたり、削減  

しようとしてきた。これらの動きは、技術の価値に対しても、また数多くの国々の経済にとって貴重であ  

る創造性に対しても決定的な打撃となる。しかしながら、究極的には、法によって、デジタル図書館の技  

術とサービス、ならびに図書館サービスと教育機会の高度化に制限を課そうとすれば、社会は知識の成長  

と情報資源の利用可能性の減少に悩むことになる。  

ⅤⅠⅠⅠ 将来の著作権との関わり  

また、これらの動向はアメリカ著作権法の基本的性格についてのいくつかの重要な新たな定義を示して  

いる。第一に、これらの動向は、主要な‘賭け金を預かる第三者’の影響力は、公共の利益の優越から少  

数の好位置を占める商業的利益にシフトしていることの証拠となる。第二に、少なくともアメリカ法のも  

とでは、これらの動向は、合衆国連邦憲法の著作権規定により既与された連邦議会の権限にもとづく法律  

から離れつつあることを示している。この変化は大変重要である。というのは、上に述べた著作権規定は  

たんに連邦読会に著作権法を制定する権限を与えただけでなく、知識と学問の進歩を推進するという社会  

的目標にしたがって著作権法を制定するようにということで連邦議会に権限を与えたのである。その範囲  

が広がってゆく沢山の知的財産の性格を持つ著作物を保護する連邦議会の権限は、“通商規定”として知ら  

れる憲法のより一般的な規定、あるいは“条約規定”として知られるいまひとつ別な規定にその根を徐々  

に広げようとしている。それら連邦議会の権限の源泉は、情報の社会的意味を規律する何らの基準も含ん  

でいない。究極のところ、著作権のもつ広い意味は、一般的に見て、知識や学問の進歩を推進するという  

社会的目標から商業的保護という目標の不均衡な優勢へと転換しようとしている。それは、重要な公共の  

利益とデジタル図書館の成功にとり大きな被害を与えることになる。  
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